2026 年  月  日 

TSUKIGATA KAIRAKU PARK OUTDOOR WORLD2026 出店申込書


	TSUKIGATA KAIRAKU PARK OUTDOOR WORLD2026
	出店希望日
	2026年 9 月7日(土) □、8日(日)□



	企業・個人名
	
	TEL・携帯電話
	

	ご担当者名
	
	FAX
	

	HP
	
	E-mail
	

	住所
	〒
	SNS(twitter)
	

	
	
	SNS(Instagram)
	

	
	
	SNS(facebook)
	



【出店品目】＊販売・展示するものをご記入下さい。＊情報は印刷物や SNS 等での紹介に使用します。
	出店者名［ブース名］
	

	出店品目
	

	出店内容［特徴］
	記入例 [種別]アクセサリー小物 [売価]300~2000 円 [物販に関する保証の有無、及び保証内容]不良品の返品、交換は無償にて対応。自損は不可。



	ブースでの体験・試飲などの有無
	□有り［※有りをご選択いただいた場合、具体的な内容をご記入ください。］　□無し



【持込備品】＊該当する項目を全て選択してください。＊備品・器材等はご出店者様にてご用意お願いします。
	持込備品・器材
	1.電気機器：□無 □有
2.火気器具：□無 □有(ガスコンロ等)
①発電機の持込(□無 □有)
②ガソリン携行缶の持込(□無 □有)
③ガスボンベ、及びカセットボンベの持込(□無 □有)
※火気及び加熱する器具を使用する場合は、必ず消火器を持参し設置してください。
3.	配布物：□無 □有(チラシ等)
4.その他の備品：□無 □有(テーブル等)
5.車両台数：　　台 ※２台以上になる場合はご相談ください。




【出店ブースの種類】※出店希望ブースにチェックを入れてください。
	テント出店：物販

	ブーススペース
□
	■物販区画　□1 区画 (4ｍ×4ｍ)　 


	キッチンカーブース□
	※電源をご使用の場合は基本的に各店舗でご用意をお願い致しますが、事務局で費用をご負担いただき準備することも可能です。事前にお問い合わせください。
※キッチンカーのサイズについて「出店内容」記載欄にご記入をお願い致します。


イベントの出店にあたって、営業許可証をお持ちでない方は保健所への相談及び届出をお願いします。（調理加工をしない物販の方は除きます。）


「出店規約」及び「出店案内」をよくお読みのうえ、代表者は下記同意書に記名捺印して下さい。
	同意書

OUTDOOR WORLD実行委員会　御中

私は、本出店申請にあたり、出店規約および募集要項に記載された内容に同意し、これを遵守致します。万一、諸問題が生じた場合には、速やかにその解決にあたり、会場関係者や主催者等に一切の迷惑をお掛け致しません。　
　　　　
2026年　　月 　 日　　住所                                                     
氏名　　　　　　　　                 ㊞                

















「TSUKIGATA KAIRAKU PARK OUTDOOR WORLD2026」 出店規約

 本規約を必ずご一読のうえ、内容を十分にご理解ご承諾いただき、「TSUKIGATA KAIRAKU PARK OUTDOOR WORLD2026」の一員として円滑かつ安全な運営にご尽力頂き、出店者間の公平性を保ち、他の出店者や来場者に迷惑をかけず、法令や社会秩序を遵守し出店してください。また、イベント会場内の環境整備や治安維持に随時注力し、衛生的で安心安全な運営をお願い致します。

1. 出店に関する事項
（1）イベントの企画や内容、テーマを理解し出店して下さい。
（2）主催者のスタッフ、警備員の指示に必ず従い、タイムスケジュールに則って運営して下さい。
（3）出店者は原則として、申込者本人に限ります。なお、必要に応じて身分証明書等を提示して頂く場合があります。
（4）出店者場所は主催者が指定します。指定場所以外での出店は出来ません。また、主催者の許可なく出店者同士が出店場所を譲渡、交換することは出来ません。 
（5）食品衛生について理解し、その基準を守って出店して下さい。
（6）会場や運営の都合上、やむを得ず出店場所を変更する場合があります。
（7）にわか雨等、天候の急変への対策は、各出店者が必要に応じて行って下さい。
（8）準備・片づけを近隣の出店者と協力して行って下さい。出店者が故意又は過失により発生した会場施設や貸与備品の損傷、汚損に関して、当事者が損害の全費用を負担して現状回復して頂きます。 
（9）物品や金銭の管理は、各出店者の責任において行って下さい。また、物品や金銭の取引、事件事故等の対応は、当事者間の責任において行って下さい。主催者は前記トラブルについて関与せず、盗難等の弁済責任を負いません。 
（10）出店者は、出店及び食品販売行為等に関して発生した事故・苦情に対して全て賠償責任を負うこと。
※PL保険(生産物賠償責任保険)に加入することをお勧めします。 
（11）店舗内で発生したゴミ、又は不要品の持ち帰り、並びに周辺環境の現状回復は出店者の義務とします。
（12）発電機及び火気を使用する店舗は、必ず消火器を持参し設置してください。用意の無い店舗は営業できません。

2. 搬入出に関する事項
（1）搬入出経路は係員の指示に従い、侵入及び退去してください。
（2）出店場所に車両を乗り入れての搬入出、会場周辺道路の駐車禁止区域に車両を駐車しての搬入出は出来ません。台車等を利用して搬入 出して下さい。 
（3）搬入出時は事故防止に努めて下さい。人身事故、車両の破損など駐車場および会場周辺道路等での事故について、主催者は一切責任を 負いません。 
（4）搬入時間に遅れた場合、台車等を利用して搬入 出して下さい。
（5）営業中は発電機への給油、並びにガソリン携行缶の持ち込みは出来ません。 
（6）禁搬入出経路は係員の指示に従い、侵入及び退去してください。

3. 禁止事項：以下の販売および行為を禁止します。
（1）社会通念上不適切と思われるもの、わいせつ物など公序良俗に反するもの、及び法令に抵触する物品の持ち込み、販売、および行為。 
（2）偽ブランド品やコピー商品などの違法商品、盗品、危険物の場内への持ち込み、および販売。 
（3）飲料および食品の販売。（飲食ブースを除く） 
（4）主催者の許諾を得ていないチラシ配布、アンケート回収、契約行為、勧誘および企業広告的な内容等の出店。(企業物販ブースを除く) 
（5）開催時間前の物品や金銭の取引、および開催中の場内で、他の出店者から購入した物をご自身の出店場所で転売する行為。 
（6）遅参、早退、指定外スペースの占有、拡声器等の使用、申請外品目の販売、および強引な販売行為。 
（7）主催者が不適当と判断したものの販売、行為。

4. 中止に関する事項
（1）天候や会場の都合により、開催が中止となる場合があります。また、開催決定後も天候の急変等により、やむを得ず開催を中止する場合があります。 
（2）開催の中止決定後は、天候が回復した場合でも開催しません。
（3）当日の天候や運営の都合により、開催時間を変更する場合があります。また、必要に応じて待機して頂く場合があります。
（4）開催中止により生じた派生的、付随的、間接的損害(営業上の利益の損失や損害を含む)について、主催者は一切責任を負いません。 

5. その他
（1）開催に関して本イベントは諸事情により、開催日時が変更になる場合があります。 
（2）駐車場について出店者は事務局が指定する駐車場をご利用ください。 
（3）記録(画像・映像等)の取り扱いについて、主催者ホームページを始めとする広報を目的として、場内を撮影する場合があります。
（4）ご自身の出店場所および周辺の掃除を必ず行い、ゴミ、売れ残り商品等は出店者が持ち帰り処分してください。出店場所への放置、帰 宅途中での投棄は厳禁とします。
（5）その他プロ店舗(露天商等)の出店、並びに法令の定めにより、反社会的勢力の出店はお断りいたします。暴力団・暴力団員との関わり は一切有していないこと。本人確認のため、警察当局に照会する場合があります。

以上、本規約を遵守できない場合や、お客様や近隣からのクレーム、並びに他に迷惑をかける行為などを行った場合は、会場より退場して頂き、今後の出店をお断り致します。
